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公益財団法人富山市民文化事業団定款   

 

第 章 総則 

称    

第 条 法人 公益財団法人富山市民文化事業団 いう  

事務所  

第 条 法人 主 事務所を富山県富山市 置く  

 

第 章 目的及び事業 

目的  

第 条 法人 市民 文化活動 振興 資 事業を行い 魅力あ 市

民文化 創造 寄 を目的  

公益目的事業  

第 条 法人 前条 目的を 成 事業を行う  

芸術文化 創造及び 信 

芸術文化 提供及び普及 

芸術文化 情報 集及び提供 

芸術文化活動拠 施設 管理運営 

そ 他 法人 目的を 成 必要 事業 

 前 事業 い 富山県 い 行う  

益目的事業  

第 条 法人 前条 公益目的事業 資 益目的事業を

行う  

公益目的事業 外 施設 貸  

文化施設等 利便性を向 さ 事業 

そ 他公益目的事業 資 事業 

 

第 章 資産及び会計 

基 財産  

第 条 法人 目的 あ 事業を行う 可 あ 理事会及び評議員会

定 財産 法人 基 財産  

 基 財産 法人 目的を 成 善良 管理者 注意を 管理

基 財産 一部を処分 う 及び基 財産 除外

う あ 理事会及び評議員会 承認を要  

事業 度  

第 条 法人 事業 度 毎 日 始 翌 日 終わ  

事業計画及び 支予算  

第 条 法人 事業計画書 支予算書並び 資金調 及び設備投資 見込 を記

載 書類 い 毎事業 度開始 日 前日 理事長 作成 理事会
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決議を経 定時評議員会 報告 を変更 場合 様

 

 前 書類 い 毎事業 度 開始 前日 富山県知事 提出

い  

事業報告及び決算  

第 条 法人 事業報告及び決算 い 毎事業 度終了 理事長 書

類を作成 監事 監査を 理事会 承認を経 定時評議員会 提出

第 号及び第 号 書類 い そ 内容を報告 第 号 第 号

書類 い 承認を い  

事業報告 

事業報告 附属明細書 

貸借対照表 

味財産増減計算書 

貸借対照表及び 味財産増減計算書 附属明細書 

財産目録 

 前 各号 掲 書類及び 書類を 毎事業 度 終結 内 富山県知

事 提出 い  

監査報告 

理事及び監事並び 評議員 簿 

理事及び監事並び 評議員 報酬等 支給 基準を記載 書類 

運営組織及び事業活動 状況 概要及び 数値 う 重要

を記載 書類 

公益目的 得財産 額 算定  

第10 条 理事長 公益社団法人及び公益財団法人 認定等 法 施行規則(

成 19 内 府 第 68 号)第 48 条 規定 基 毎事業 度 当該事業 度

日 公益目的 得財産 額を算定 前条第 第 号 書類 記載

 

 

第 章 評議員 

評議員  

第 11 条 法人 評議員 内を置く  

評議員 選任及び解任  

第12 条 評議員 選任及び解任 評議員会 決議 行う  

 評議員を選任 場合 各号 要件をい 満 さ い  

各評議員 い イ 該当 評議員 合計数 評議員 総数

3 分 1 を超え い あ  

イ 当該評議員及びそ 配偶者又 親等内 親族 

ロ 当該評議員 婚姻 届出を い い 事実 婚姻 係 様 事情 あ 者 

ハ 当該評議員 使用人 

ニ ロ又 ハ 掲 者 外 者 あ 当該評議員 金銭そ 他 財産
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生計を維持 い 者 

ホ ハ又 ニ 掲 者 配偶者 

 ロ ニ 掲 者 3 親等内 親族 あ 者 生計を一

者 

他 一 団体 公益法人を除く イ ニ 該当 評議員 合計数

評議員 総数 分 を超え い あ  

イ 理事 

ロ 使用人 

ハ 当該他 一 団体 理事 外 役員 法人 い団体 表者又 管理人 定

あ あ そ 表者又 管理人 又 業務を執行 社員 あ

者 

ニ 掲 団体 い そ 職員 国会議員及び地方公共団体 議会 議員を除

く あ 者 

 国 機  

 地方公共団体 

 独立行政法人通則法( 成 11 法 第 103 号)第 条第 規定 独立

行政法人 

 国立大学法人法( 成15 法 第112号)第 条第 規定 国立大学法

人又 条第 規定 大学共 利用機 法人 

 地方独立行政法人法( 成 15 法 第 118 号)第 条第 規定 地方

独立行政法人 

 特 法人 特別 法 特別 設立行 を 設立さ 法人 あ

総務省設置法( 成11 法 第91 号)第 条第15 号 規定 適用を

をいう 又 認可法人 特別 法 設立さ そ 設立

行政官庁 認可を要 法人をいう  

 評議員 法人 理事又 監事若 く 使用人を兼 い  

 法人 評議員 う 理事 い 人 親族そ 他特 係 あ

者 数 又 評議員 い 人及びそ 親族そ 他特 係 あ 者 合計

数 評議員総数 現在数 分 を超え 含 い

評議員 監事及びそ 親族そ 他特 係 あ 者 含

い  

任期  

第13 条 評議員 任期 選任 内 終了 事業 度 う 最終

定時評議員会 終結 時  

 任期 満了前 退任 評議員 補 選任さ 評議員 任期 退任

評議員 任期 満了 時  

 評議員 第11 条 定 定数 足 く 任期 満了又 辞任

退任 新 選任さ 者 就任 評議員 権利義

務を  

 評議員 異動 あ 間 内 記 延滞 くそ 旨を富山県知事
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届 い  

報酬等  

第14 条 評議員 無報酬  

 前 規定 わ 評議員 費用を弁償  

 

第 章 評議員会 

構成及び議長  

第15 条 評議員会 評議員を 構成  

 評議員会 議長 そ 評議員会 い 出席 評議員 互選 定  

権限  

第16 条 評議員会 事 い 決議  

評議員 選任及び解任並び 理事及び監事 選任及び解任 

定款 変更 

決算 承認 

長期借入金並び 重要 財産 処分又 譲  

公益目的 得財産 額 贈 及び 余財産 処分 

合併 事業 全部若 く 一部 譲渡又 公益目的事業 全部 廃  

前各号 定 ほ 評議員会 決議 一般社団法人及

び一般財団法人 法 ( 成18 法 第48 号 法人法 いう

規定 事 及び 定款 定 事  

開催  

第17 条 評議員会 定時評議員会 毎事業 度終了 箇 内 開催 ほ

必要 あ 場合 開催  

招集  

第 18 条 評議員会 法 別段 定 あ 場合を除 理事会 決議 基

理事長 招集  

 評議員 理事長 対 評議員会 目的 あ 事 及び招集 理由を示 評

議員会 招集を請求  

 評議員会を招集 場合 理事長 評議員会 開催日 日前 評議

員 対 書面を 通知 い  

 理事長 前 書面 通知 出 え 法 定 評

議員 承諾を得 電磁的方法 通知を 場合 い

当該理事長 書面 通知を  

 第 規定 わ 評議員全員 意 あ 招集 手 を経

く評議員会を 開催  

定足数  

第19条 評議員会 評議員 過半数 出席 開催 い  

決議  

第20 条 評議員会 決議 決議 い 特別 利害 係を 評議員を除く評議

員 過半数 出席 そ 過半数を 行う  
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 前 規定 わ 決議 決議 い 特別 利害 係を 評議

員を除く評議員 分 当 多数を 行わ い  

監事 解任 

定款 変更 

基 財産 処分又 除外 承認 

長期借入金並び 重要 財産 処分又 譲  

そ 他法 定 事  

 理事又 監事を選任 議案を決議 候補者毎 第 1 決議を

行わ い 理事又 監事 候補者 合計数 第 24 条 定 定数を

回 場合 過半数 賛成を得 候補者 中 得票数 多い 定数 枠

者を選任  

決議及び報告 省略  

第21 条 理事 評議員 決議 目的 あ 事 い 提案 場合 い そ

提案 い 議決 わ 評議員 全員 書面 電磁的記録

意 意思表示を そ 提案を可決 旨 評議員会 決議 あ

 

 理事 評議員 全員 対 評議員会 報告 事 を通知 場合 い

そ 事 を評議員会 報告 を要 い い 評議員全員 書面又

電磁的記録 意 意思を示 そ 事 評議員会 報告 あ

 

 前 定 ほ 評議員会 決議及び報告 省略 事 法

定  

議事録  

第22 条 評議員会 議事 い 法 定 議事録を作成  

 議事録 議長 ほ 出席 評議員 う そ 評議員会 い 選出さ

議事録署 人 記 押印  

評議員会運営規則  

第23 条 評議員会 運営 必要 事 法 又 定款 定 ほ

評議員会 い 定 評議員会運営規則  

 

第 章 役員 

役員 設置  

第24 条 法人 役員を置く  

 理事 内 

 監事 内 

 理事 う を理事長 を副理事長 を常務理事  

 前 理事長及び常務理事を 法人法 表理事  

役員 選任等  

第25 条 理事及び監事 評議員会 決議 選任  

 理事長 副理事長及び常務理事 理事会 決議 理事 中 選定  
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 監事 法人 理事又 使用人を兼 い  

 法人 理事 う 理事 い 人及びそ 親族そ 他特 係

あ 者 合計数 理事総数 現在数 分 を超え 含

い 監事 い 様  

 法人 監事 法人 理事 親族そ 他特 係 あ 者を含

及び 法人 使用人 含 い 各監事 相互 親族そ 他

特 係 あ い  

理事 職務及び権限  

第26 条 理事 理事会を構成 法 及び 定款 定 職務を

執行  

 表理事 法 及び 定款 定 法人を 表 そ 業

務を執行  

 理事長及び常務理事 毎事業 度毎 箇 を超え 間隔 回 自己 職

務 状況を理事会 報告 い  

監事 職務及び権限  

第27 条 監事 法人 各号 規定 職務を行う  

理事 職務 執行を監査 法 定 監査報告を作成

 

理事会 出席 意見を述  

必要 あ 認 評議員会 出席 意見を述  

理事 行 を 若 く そ 行 を そ あ 認

又 法 若 く 定款 事実若 く 著 く 当 事実 あ 認

遅滞 く そ 旨を理事会 報告  

そ 他監事 認 法 権限を行使  

 監事 い 理事及び使用人 対 事業 報告を求 法人 業務及

び財産 状況 調査を  

役員 任期  

第28 条 理事 任期 選任 内 終了 事業 度 う 最終

定時評議員会 終結 時  

 監事 任期 選任 内 終了 事業 度 う 最終 定時

評議員会 終結 時  

 任期満了前 退任 理事又 監事 補 選任さ 理事又 監事 任期

前任者 任期 満了 時  

 理事又 監事 第24 条 定 定数 足 く 任期 満了又 辞

任 退任 新 選任さ 者 就任 理事又 監事

権利義務を  

 理事又 監事 異動 あ 時 間 内 記 遅滞 くそ 旨を富山県

知事 届 出 い  

役員 解任  

第29 条 理事又 監事 い 該当 評議員会 決議
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解任  

職務 義務 又 職務を怠  

心身 故 職務 執行 支 あ 又 堪え い  

報酬等  

第30 条 役員 無報酬 常務理事 対 評議員会 い 別

定 総額 範囲内 評議員会 い 別 定 報酬等 支給基準 従

算定 額を 報酬等 支給  

 前 規定 わ 役員 費用を弁償  

引 制限  

第31 条 理事 掲 引を う 場合 そ 引 い 重要 事実

を開示 理事会 承認を得 い  

自己 第 者 法人 事業 部類 属 引 

自己 第 者 法人 引 

法人 そ 理事 債務を保証 そ 他理事 外 者 間

法人 そ 理事 利益 相 引 

 前 引を 理事 そ 引 重要 事実を遅滞 く 理事会 報告

い  

役員 責任 免除  

第32条 法人 役員 一般社団 財団法人法第 111条第 1 賠償責任 い

法 定 要件 該当 場合 評議員会 い 特別 利害 係を

評議員を除く 議決 わ 3分 2 意 賠償

責任額 法 定 最低責任限度額を 除 得 額を限度 免除

 

芸術監督等  

第33条 法人 芸術監督及び ロデュ サ を置く  

 芸術監督及び ロデュ サ 理事長 理事会 承認を得 任命  

 芸術監督及び ロデュ サ 必要 事 理事長 別 定  

 

第 章 理事会 

構成及び権限  

第34条 理事会 理事を 構成  

 理事会 職務を行う  

法人 業務執行 決定 

理事 職務 執行 監督 

理事長 副理事長及び常務理事 選定及び解職 

 理事会 掲 事 そ 他 重要 業務執行 決定を理事 委任

い  

重要 財産 処分及び譲  

多額 借財 

重要 使用人 選任及び解任 
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従 事務所そ 他 重要 組織 設置 変更及び廃  

内部管理体制 整備 

 第 2 第 1 号 定 法人 業務執行 決定(前 規定 定 を除

く ) い 特 緊急 必要 あ 理事会を招集 時間的余裕 い

明 あ 場合 第2 規定 わ 理事長 を決定

場合 い 理事長 直近 理事会 を報告

い  

招集  

第35 条 理事会 理事長 招集 法人法第93 条第 又 法第101 

条第 該当 場合 限 い  

 理事会を招集 者 理事会開催日 日前 各理事及び各監事 対

会議 目的及びそ 内容並び 日時及び場所を示 書面 又 電磁的方法

通知 い  

 前 規定 わ 理事及び監事全員 意 あ 招集 手 を

経 く 理事会を開催  

議長  

第36条 理事会 議長 理事長 当  

 理事長 又 理事長 事故 あ 副理事長 理事会 議長

 

定足数  

第37条 理事会 理事 過半数 出席 開催 い  

決議  

第38 条 理事会 決議 決議 い 特別 利害 係を 理事を除く理事 過

半数 出席 そ 過半数を 行う  

決議及び報告 省略  

第39 条 理事 理事会 決議 目的 あ 事 い 提案 場合 い そ

提案 い 議決 わ 理事 全員 書面 電磁的記録

意 意思表示を そ 提案を可決 旨 理事会 決議 あ

監事 異議を述 そ 限 い  

 理事又 監事 理事及び監事 全員 対 理事会 報告 事 を通知

そ 事 を理事会 報告 を要 い 第 26 条第

規定 理事 職務 執行状況 報告 い 適用 い  

 前 定 ほ 理事会 決議及び報告 省略 事 法

定  

議事録  

第40 条 理事会 議事 い 法 定 議事録を作成  

 出席 表理事及び監事 議事録 記 押印 表理事 出席

い場合 出席 理事及び監事 議事録 記 押印  
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第 章 定款 変更及び解散 

定款 変更  

第41 条 定款 評議員会 決議 変更  

 前 規定 定款 第 条 第 条 第 条及び第 12 条 い 適用

 

解散  

第42 条 法人 基 財産 滅失 法人 目的 あ 事業 成 能

そ 他法 定 事由 解散  

公益認定 消 等 伴う贈  

第 43 条 法人 公益認定 消 処分を 場合又 合併 法人 消

滅 場合 そ 権利義務を承 法人 公益法人 あ を除く 評

議員会 決議を経 公益目的 得財産 額 相当 額 財産を 当該公益認定

消 日又 当該合併 日 1 箇 内 富山市 贈  

余財産 帰属  

第44 条 法人 清算を 場合 い 余財産 評議員会 決議を経

富山市 贈  

 

第  章 事務局 

設置等  

第45 条 法人 事務局を置 職員 任免 法 別段 定 あ 場合を除

理事長 行う  

 事務局 組織 内部管理 必要 事 理事会 決議 別 定  

帳簿及び書類 備付  

第46 条 理事長 法人 主 事務所 常 掲 書類及び帳簿を備え

付 い  

( ) 定款 

( ) 認定 許可等及び 記 書類 

( ) 評議員会及び理事会 議事 書類 

( ) 事業計画書及び 支予算書 

( ) 事業報告 支計算書 味財産増減計算書及び貸借対照表並び 附

属明細書 

( ) 財産目録 

( ) 監査報告 

( ) 運営組織及び事業活動 状況 概要及び 数値 う 重要

を記載 書類 

( ) そ 他法 定 帳簿及び書類 

 前 各号 帳簿及び書類等 閲覧 い 法 定 ほ 第48 条第

定 規定  
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第10 章 情報公開及び個人情報 保護 

情報公開  

第47 条 法人 公 開 活動を そ 活動 状況 運営内

容及び財務資料等を積極的 公開  

 情報公開 必要 事 理事会 決議 別 定  

個人情報 保護  

第48 条 法人 業務 知 得 個人情報 保護 万全を期  

 個人情報 保護 必要 事 理事会 決議 別 定  

公告 方法  

第49 条 法人 公告 主 事務所 公衆 見や い場所 掲示 方法

行う  

 

第 11 章 補則 

委任  

第50 条 定款 定 ほ 法人 運営 必要 事 理事会 決

議 理事長 別 定  

 

附 則 

 定款 一般社団法人及び一般財団法人 法 及び公益社団法人及び

公益財団法人 認定等 法 施行 伴う 係法 整備等 法

整備法 いう 第 条第 定 公益法人 設立 記 日

施行  

 整備法第 条第 定 特例民法法人 解散 記 公益法人 設立

記を行 第 条 規定 わ 解散 記 日 前日を事業

度 日 設立 記 日を事業 度 開始日  

 法人 最初 表理事 犬島 伸一郎及び菊川 良 理事長 犬島 

伸一郎 常務理事 菊川 良  

   

 

 

 

 

 


